
「個別避難計画」の内容

災害時避難に不安のある方を対象に災害時避難に不安のある方を対象に
「個別避難計画」をつくってみませんか「個別避難計画」をつくってみませんか

問福祉課　☎22-1400

　本市では、平成29年度から災害発生時に「避難行動に不安をお持ちの方」で「計画の作成を希望され
る方」について、あらかじめ避難場所や避難方法、サポートする方などを決めておく「個別避難計画」
の作成を支援しています。地域の実情に応じた一人一人の具体的な避難支援が、迅速かつ適切に行える
ように地域の協力を得てあらかじめ作成しておきましょう。
　令和３年施行の災害対策基本法改正により、法的根拠を伴う「個別避難計画」策定の努力義務が課さ
れました。

支援を必要
とする方

　個別避難計画作成の取り組みは、自治会や近所の方など皆さまに一定の
作業負担をお願いすることになります。しかし、その負担が災害時の「初
動を含めた一連のスムーズな助け合い」につながり「ひとりでも多くの人
が助かる」ことにつなります。

①誰と避難するか？
家族、自治会・自主防災会、近所の方など

③どこに避難するか？
小・中学校、集会所、
公民館、親戚宅など

②どのようにに避難するか？
徒歩、自転車、車など

④その他の情報
心身に関する情報、治療中の
病気、服薬状況など
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４
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９
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療
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３
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す
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。
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す
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指
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。
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２
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今
後
、
財
産
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ま
り

▲合意書を交わした左から村上蔵王町長、山田市長、小関七ヶ宿
　町長

次
第
、
組
合
で
は
公
設
民
営
化
に
向
け

た
手
続
き
を
進
め
る
と
と
も
に
、
１
市

２
町
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は
組
合
解
散
に
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け
た
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を
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せ
、
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会
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お
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組
合
の

解
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と
財
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の
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に
関
す
る
議
決
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提
案
し
、
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で
は
市
立
病
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設
置
の

手
続
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制
づ
く
り
も
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せ
て
進

め
ま
す
。

識
者
６
人
に
委
員
の
委
嘱
状
を
交
付
し

ま
し
た
。

地
域
住
民
に
信
頼
さ
れ
る
病
院
と
な
る

よ
う
、
引
き
続
き
１
市
２
町
で
協
議
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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